
　

犬
を
飼
う
場
合
は
、
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と

を
理
解
し
た
う
え
で
飼
う
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

犬
特
定
の
法
律
な
ど
の
名
前

と
、
そ
れ
ら
の
中
で
定
め
ら
れ
て

い
る
主
な
点
を
簡
略
化
し
て
掲
載

し
ま
す
。

●
狂
犬
病
予
防
法

　

生
後
91
日
を
超
え
た
犬
を
市
に

登
録
し
な
い
で
飼
う
こ
と
や
、

室
内
で
飼
っ
て
い
る
か
ら
狂
犬

病
予
防
注
射
を
し
な
い
と
い
う

の
は
違
反
で
す
。

●
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
法
律

　

無
駄
吠
え
や
、
犬
小
屋
付
近
が

汚
れ
て
い
て
臭
い
の
苦
情
が
来

た
と
き
に
は
、
き
ち
ん
と
事
情

を
聞
い
て
、
誠
意
を
も
っ
て
対

応
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
法
律
に

よ
り
人
に
迷
惑
を
か
け
る
場
合

は
改
善
す
る
よ
う
努
め
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

※
次
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
罰
金

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

 

・
愛
護
動
物
を
み
だ
り
に
殺
し
、

又
は
傷
つ
け
た
者
は
２
年
以
下

の
懲
役
ま
た
は
２
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
。

 

・
愛
護
動
物
に
対
し
、
み
だ
り
に

給
餌
ま
た
は
給
水
を
や
め
る
こ

と
に
よ
り
衰
弱
さ
せ
る
等
の
虐

る
よ
う
汚
物
処
理
用
具
を
携
帯

し
て
散
歩
に
出
か
け
て
く
だ
さ

い
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
に
違
反
し
て
い

る
場
合
は
飼
い
主
の
責
務
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ご
近
所
か
ら
も
愛
さ
れ
る
飼
い

犬
に
な
れ
る
よ
う
に
普
段
か
ら

心
が
け
て
飼
う
よ
う
に
努
め
て

く
だ
さ
い
。

問
生
活
環
境
課　
　

１
階

　
（
２
３
）８
８
３
２

待
を
行
っ
た
者
、
愛
護
動
物
を

遺
棄
し
た
者
は
１
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
。

　

子
犬
が
産
ま
れ
て
し
ま
っ
て
飼

い
き
れ
な
い
か
ら
公
園
等
に
置

い
て
き
た
り
す
る
行
為
は
愛
護

動
物
の
遺
棄
で
罰
金
の
対
象
で

す
。
避
妊
手
術
を
行
う
な
ど
繁

殖
の
制
限
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。

●
栃
木
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例

　

犬
は
常
に
係
留
な
ど
し
て
、
逃

げ
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

散
歩
中
は
、
散
歩
綱
で
犬
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。
周
囲
に
誰
も
い

な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
犬
を

放
し
て
し
ま
う
の
は
大
変
危
険

で
す
。
人
に
危
害
を
加
え
な
い

と
し
て
も
、
田
畑
を
荒
ら
す
こ

と
や
、
糞
尿
の
被
害
な
ど
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
犬
が

事
故
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

帰
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

犬
専
用
の
ド
ッ
グ
ラ
ン
な
ど
特

定
の
施
設
以
外
で
放
す
行
為
は

絶
対
に
や
め
て
く
だ
さ
い
。

　

散
歩
中
に
し
た
犬
の
フ
ン
を
、

そ
の
場
に
埋
め
る
行
為
は
土
地

の
所
有
者
に
と
っ
て
大
変
迷
惑

で
す
。
必
ず
フ
ン
を
持
ち
帰
れ

　

市
で
は
、
空
き
家
を
有
効
活
用

し
、
定
住
な
ど
の
促
進
に
よ
る
人

口
の
増
加
な
ど
を
目
的
と
し
て
空

き
家
バ
ン
ク
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

市
内
に
戸
建
の
住
宅
を
お
持
ち

の
方
で
、
賃
貸
・
売
買
を
ご
検
討

さ
れ
て
い
る
方
や
空
き
家
を
所
有

し
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
空
き
家
バ
ン

ク
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
と
は
…
市

内
に
あ
る
空
き
家（
所
有
者
の
事

前
申
し
込
み
が
必
要
）の
情
報

を
、
空
き
家
を
買
い
た
い
・
借

り
た
い
方
に
対
し
て
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
使
っ
て
情
報

提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

●
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

 

・
交
渉
・
契
約
は
市
が
協
定
を
締

結
し
て
い
る（
公
社
）栃
木
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
に
登
録
し

て
い
る
業
者
が
行
う
の
で
、
安

心
し
て
お
任
せ
で
き
ま
す
。

 

・
空
き
家
バ
ン
ク
の
登
録
は
無
料

で
す
。（
た
だ
し
、
契
約
が
成
立

し
た
場
合
は
、
法
律
に
基
づ
く

媒
介
手
数
料
が
発
生
し
ま
す
。）

 

・
空
き
家
は
放
置
し
て
い
る
と
、

建
物
の
傷
み
が
進
み
ま
す
。
ま

た
庭
木
等
の
定
期
的
な
管
理
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
空
き
家
を

放
置
せ
ず
、
状
態
が
良
い
う
ち

に
売
買
や
賃
貸
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
資
産
の
有
効
活
用
が
可

能
で
す
。

 

・
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
を
利
用
し

て
空
き
家
を
購
入
・
賃
借
し
た

方
は
、
空
き
家
改
修
費
補
助
金

や
空
き
家
利
用
子
育
て
世
帯
家

賃
補
助
金
と
い
っ
た
補
助
金
を

利
用
で
き
ま
す（
条
件
が
あ
り

ま
す
）。

　

都
市
計
画
課　
　

２
階

　
（
２
３
）１
９
１
６

10
月
は
正
し
い
犬
の
飼
い
方

強
調
月
間
で
す

大
田
原
市

　
　
空
き
家
バ
ン
ク
制
度

市営住宅の空き状況について

団地名 所在 構造 間取り 空き戸数 家賃月額

西原団地 美原１丁目 
美原３丁目

中層耐火 
４階建て ３ＤＫ 5 9,800 円～

21,200 円

東雲団地 上奥沢 中層耐火 
４階建て ３ＤＫ 5 18,900 円～

29,700 円

実取団地 実取 中層耐火 
３階建て ３ＤＫ 7 16,600 円～

27,200 円

若草団地 若草１丁目 中層耐火 
４階建て ３ＤＫ 2 14,500 円～

29,500 円

佐久山団地 佐久山 簡易耐火
平屋

２Ｋ～
３Ｋ 4 3,500 円～

8,700 円

中田原団地 中田原 簡易耐火
平屋

２Ｋ～
３Ｋ 20 3,500 円～

11,200 円

旭ヶ丘団地 八塩 簡易耐火 
平屋

２Ｋ～
３Ｋ 12 3,600 円～

8,300 円

市有大豆田団地 大豆田 木造 
２階建て ２Ｋ 2 18,000 円

●申込方法…市営住宅は低所得者および住宅困窮者を対象とした住宅で
あり、申し込みには各種要件があります。事前に入居資格など建築住
宅課で確認・相談のうえ、必要書類を添えてお申し込みください。 

※申し込みは先着順ですので、上記住宅が空いていない場合もあります。

問申建築住宅課　Ｂ１階
　　（２３）８７２４

（平成 28 年 9 月 20 日現在）
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～
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力
被
害
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
～

　

男
女
間
に
お
け
る
暴
力
は
夫
婦

間
だ
け
で
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
恋
人
同
士
の
間
で
も
暴
力
が

起
こ
り
ま
す
。

　

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
は
殴
る
・
蹴
る
な

ど
の
身
体
的
な
暴
力
だ
け
で
な

く
、
交
際
相
手
に「
他
の
異
性
と

会
話
す
る
な
」な
ど
と
命
令
し
た

り
、
携
帯
電
話
の
着
信
や
メ
ー
ル

を
チ
ェ
ッ
ク
し
交
友
関
係
や
行
動

の
監
視
を
行
っ
た
り
な
ど
、
相
手

の
気
持
ち
を
考
え
ず
に
自
分
の
思

い
ど
お
り
に
支
配
や
束
縛
し
よ
う

と
す
る
態
度
・
行
動
も
含
み
ま
す
。

　

こ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
暴
行
、
傷
害

に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

女
性
も
男
性
も
、
誰
も
が
被
害

者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
加
害

者
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
自
分
を
責
め
た
り
、
一
人

で
解
決
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
お

近
く
の
相
談
窓
口
に
早
め
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

　

周
り
に
交
際
相
手
と
の
関
係
に

悩
ん
で
い
る
人
が
い
た
ら
、
声
を

か
け
て
話
を
聴
い
て
み
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
相
談
窓
口
が
あ
る
こ

と
を
教
え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

●
相
談
窓
口

　

小
型
電
子
機
器
に
含
ま
れ
る
レ

ア
メ
タ
ル
な
ど
を
回
収
・
リ
サ
イ

ク
ル
す
る
た
め
、
小
型
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、
家
庭
で
使

用
済
み
の
小
型
家
電
を
産
業
文
化

祭
開
催
時
に
無
料
回
収
し
ま
す
。

●
日
時
…
11
月
５
日（
土
）、
６
日

（
日
）　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

●
場
所
…
県
立
県
北
体
育
館
内

　
「
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
回
収

所
」

●
対
象
品
目
…
携
帯
電
話（
Ｐ
Ｈ

Ｓ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
含
む
）、

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ビ
デ
オ
カ

メ
ラ
、
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
、
リ

モ
コ
ン
、フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
、

携
帯
型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
携

帯
型
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
型
Ｄ

Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
、電
子
辞
書
、

Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ
、
電
卓

※
対
象
品
目
以
外
は
回
収
不
可
。

※
使
用
済
み
小
型
家
電
は
、
生
活

環
境
課
内
お
よ
び
黒
羽
・
湯
津

上
支
所
内
に
回
収
箱
を
設
置

し
、
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。

問
生
活
環
境
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
７
０
６

▼
市
子
ど
も
幸
福
課

　
（
２
３
）８
９
３
２

▼
大
田
原
警
察
署

　
（
２
４
）０
１
１
０

▼
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

０
２
８（
６
６
５
）８
７
２
０

▼
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ

　

０
５
７
０（
０
）５
５
２
１
０

　

土
地
や
金
銭
、
夫
婦
や
相
続
な

ど
の
問
題
に
つ
い
て
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

●
場
所
…
▼
11
月
10
日（
木
）市
総

合
文
化
会
館
▼
11
月
17
日（
木
）

矢
板
公
民
館
▼
11
月
24
日（
木
）

黒
磯
公
民
館（
い
き
い
き
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
内
）

●
時
間（
共
通
）
…
午
前
９
時
30

分
～
午
後
３
時

問
宇
都
宮
地
方
・
家
庭
裁
判
所
大

田
原
支
部　

正
木

　
（
２
２
）２
１
１
２

　

く
ら
し
の
会
で
は
食
の
安
全
・

安
心
、
米
の
消
費
拡
大
な
ど
を
考

え
る
た
め
、
米
粉
パ
ン
作
り
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
…
①
10
月
19
日（
水
）

　

②
11
月
15
日（
火
）　

　

午
前
９
時
～
午
後
１
時
30
分

●
場
所
…
大
田
原
東
地
区
公
民
館

●
対
象
…
市
民

●
定
員
…
各
30
名（
先
着
順
）

※
代
理
申
込
は
家
族
の
場
合
の
み

可
。
初
参
加
の
方
優
先
。

●
持
ち
物
…
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

●
費
用
…
２
０
０
円（
材
料
費
）

●
申
込
方
法
…
期
間
中
に
左
記
へ

電
話
で
申
し
込
み
。

　

①
10
月
10
日（
月
・
祝
）

　

②
10
月
23
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時

　

く
ら
し
情
報
館

　
（
４
７
）７
３
７
９

※
翌
平
日
か
ら
は
両
日
と
も
市
生

活
環
境
課
で
受
け
付
け
ま
す
。

問
生
活
環
境
課　

Ａ
１
階

　
（
２
３
）８
８
３
２

「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」を

　
　
　
知
っ
て
い
ま
す
か
？

無
料
調
停
相
談
会

使
用
済
み
小
型
家
電
を

回
収
し
ま
す

米
粉
パ
ン
作
り
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
？

考えてみよう食品ロス③
　今回は、フードバンクについてです。
　フードバンクとは、さまざまな理由で処分されてしまう
食品を、企業や農家から寄贈してもらい、食べ物を必要と
している方々に届ける活動のことです。
　市内では、ＮＰＯ法人フードバンク宇都宮の支部組織

「フードバンク大田原」が活動を行っており、生活困窮者等
に食料品を提供しています。
　フードバンク活動の意義については、①廃棄コストの削
減②食料を提供する企業にとっての社会貢献・イメージアッ

プや廃棄に対する罪悪感の軽減③受け取る側の食料の確保
などがあります。 
　フードバンク活動は環境面や貧困問題に貢献している活
動であり、社会的認知度や信頼性が向上することにより、
多くの企業やボランティア等の協力が得られ、食品ロスの
削減にもつながっていきます。

フードバンクに関するお問い合わせは
　福祉課　　１階　　 （２３）８７０７ まで

2016.1017
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